
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
受
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（
質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二

号 

   

衆
議
院
議
員
安
藤
巖
君
提
出
衆
・
参
両
議
院
の
定
数
格
差
是
正
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
九
七
第
二
号 

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
福 

 

田 
 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
安
藤
巖
君
提
出
衆
・
参
両
議
院
の
定
数
格
差
是
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
選
挙
区
の
区
分
及
び
各
選
挙
区
へ
の
議
員
定
数
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
各
選

挙
区
の
人
口
数
と
配
分
議
員
定
数
と
の
比
率
の
平
等
が
基
本
的
な
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
以
外
に
も
、
行
政
区
画
、
面
積
、
人
口
密
度
、
住
民
構
成
、
交
通
事
情
、
地
理
的
状
況
等
諸
般
の
極
め
て
多

種
多
様
で
複
雑
微
妙
な
政
策
的
及
び
技
術
的
な
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
格

差
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
現
行
の
定
数
配
分
規
定
が
直
ち
に
違
憲
で
あ
り
、
選
挙
の
公
正
を
害
し
て
い
る
と

は
考
え
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

参
議
院
議
員
の
選
挙
区
別
定
数
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
こ
と
の
ほ
か
、
各
選
挙
区
選 



三
及
び
四
に
つ
い
て 

衆
・
参
両
議
院
議
員
の
選
挙
区
別
定
数
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
と
い
う
問
題
は
、
各
議
院
の
総
定
数
、
選

挙
区
制
度
等
選
挙
制
度
の
基
本
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
り
、
各
党
間
に
お
い
て
十
分
論
議
を
尽
く
し
て
い
た
だ

き
、
そ
の
合
意
に
基
づ
い
て
対
処
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
民
主
的
か
つ
現
実
的
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
て
い 

る
。 

出
議
員
の
有
す
る
地
域
代
表
的
性
格
や
半
数
改
選
制
と
い
つ
た
参
議
院
の
特
殊
性
も
併
せ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
格
差
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
現
行
の
定
数
配
分
規
定
が
直
ち
に
違
憲
で
あ

り
、
選
挙
の
公
正
を
害
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




